
平成 ２2年（2010）1 月〈１４〉

将来の看護師に
 奨学金貸付制度
　市は、地域の医療・福祉の向上を図るため、看護師養成奨学金貸付制度を設けました。これ
は、市内の医療機関・福祉施設等に看護師として就職しようとする学生に対して、予算の範囲
内で奨学金（無利子）の貸付を行うものです。
　返還期間が貸付期間の３倍に相当する期間に設定されているほか、市内で看護師として勤
務した場合には奨学金の返還が免除になるなどの優遇措置があります。

 ■問い合わせ　保険課健康保険係（��０２５８）

【注意事項】
※奨学金の貸付は、審査の上決定します。申請者全員に貸付できるわけではありませんの

でご了承ください。

※他の奨学金と併用はできません。

※奨学金制度の詳細については、保険課へお問い合わせください。

【制度の概要】

①市内に住所および生活の本拠を有している人。または、その人の家族
②保健師助産師看護師法第２１条に規定する文部科学大臣の指定した学校、
または厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学している人

③看護師の資格を取得し学校等を卒業した後に、市内の医療機関または福
祉施設等に看護師として勤務する意志を持っている人

対　　　象

　①～③すべてに　
　該当すること

・月額４万４,０００円　（年間５２万８,０００円）

・年４期（４、７、１０、１月）に分けて貸付
奨 学 金 の 内 容

学校等の所定の修業期間
（看護系短期大学３年間、大学４年間、看護専門学校３年間など）

貸 付 の 期 間

平成２２年４月１日�から随時受付公 募 の 期 間

毎年度５人程度を認定貸 付 人 数

・卒業後１年を経過、または看護師学校を退学したなどの場合には、貸与
を受けた期間の３倍に相当する期間中に返還していただきます。

・卒業後ほかの看護師学校に進学している場合や、市内の医療機関等で看
護職員の業務に従事している場合などは、返還が猶予されます。

・市内の医療機関・福祉施設等に一定期間、看護師として勤務した場合は、
債務の一部または全部が免除されます。

返 還 に つ い て
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市
教
育
委
員
会
は
、
昨
年
末
、
市

指
定
重
要
文
化
財
・
成
羽
陣
屋
跡（
成

羽
美
術
館
敷
地
内
）
に
生
い
茂
っ
て

い
た
樹
木
２
本
を
伐
採
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
根
が
張
り
石
垣
崩
壊
の
恐

れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
貴
重
な

文
化
財
を
保
護
し
、
後
世
に
伝
え
て

い
く
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
成
羽
陣
屋
跡
石
垣
に
つ
い

て
、元
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
・

細
川
寿
美
雄
さ
ん（
成
羽
町
成
羽
）か

ら
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
ご

紹
介
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

社
会
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育
課
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係
（
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５
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６
）

　

下
図
は
成
羽
町
下
原
に
あ
る
成
羽

陣
屋
跡（
山
崎
氏
御
殿
跡
）の「
敷
地

図
」
で
、
矢や

   
 
柄 （
倉
敷
市
連
島
）の 
宝 

が
ら 

ほ
う

島と
う

   
 
寺 
所
蔵
の
図
面
で
す
。『
万
治
元

じ

年（
１
６
５
８
） 讃 
岐

さ 

ぬ
き

   
 
丸  
亀 
か
ら
成
羽

ま
る 
が
め

へ
再
入
部
し
た 
豊 

と
よ 

治 （
後
期
山
崎
初

は
る

代
・
旗
本
五
千
石
交
代
寄
合
格
）が
築

造
以
来
、
十
一
代
二
百
十
年
間
明
治

維
新
迄
山
崎
氏
の
本
拠
と
な
っ
た
御

殿
は
鶴
首
山
麓
の
広
大
な
敷
地
に
巨

大
な
石
垣
を
構
築
し
た
豪
壮
な
居
館

で
、
東
か
ら 
作  
事  
門 
・
大
手
門
・ 
御 

さ
く 

じ 

も
ん 

お

 
庫  
門 
が
並
び
、堀
の
外
側
に 
御  
下  
馬 
・

く
ら 
も
ん 

お 

げ 

ば

 
的  
場 
・ 
労  
役  
場 
が
あ
る
。「
打
ち
込
み

ま
と 

ば 

ろ
う 
え
き 

ば

は
ぎ
」「 
野  
面  
積 
」
二
様
、
最
高
三
・

の 

づ
ら 
づ
み

九
米
に
積
ま
れ
た
石
垣
は
、
御
庫
門

か
ら
西
は
野
面
積
で
前
藩
主 
水  
谷  
勝 

み
ず 
の
や 
か
つ

 
隆 （
１
６
３
９
〜
１
６
４
２
）が
築
造

た
かし

、
豊
治
が
引
き
続
き
諸
大
名
に
劣

ら
ぬ
美
事
な
御
殿
を
完
成
し
た
。
山

崎
氏
の
偉
大
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
云
々
』
と
解
説
を
付
記
し
て
あ
り

ま
す
。

　

近
江
国
山
崎（
現
・
彦
根
市
山
崎
）

の
地
頭
で
あ
っ
た
山
崎
氏
は
、
中
興

の
祖
・
堅か
た

   
 
家 （
豊
治
の
曽
祖
父
）が
織

い
え

田
信
長
に
臣
従
し
、
安
土
城
と
連
係

す
る
山
崎
城
を
築
き
戦
国
武
将
と
し

て
台
頭
、
天
正
年
代
以
降
、 

摂  
津  
三 

せ
っ 

つ 

さ
ん

 
田 
城
・ 
因 

だ 

い
ん 

州 
し
ゅ
う 

若  
桜 
城
・
備
中
成
羽
城
・

わ
か 

さ

 
肥  
後  
富  
岡 
城
・
讃
岐
丸
亀
城
へ
と 
転 

ひ 

ご 

と
み 
お
か 

て
ん

 
封 
、
父
子
三
代
に
わ
た
り
優
れ
た
築

ぽ
う城

石
垣
技
術
集
団
を
率
い
て
、
新
領

各
地
の
城
を
改
築
建
造
し
ま
し
た
。

　

優
美
な
「
打
ち
込
み
は
ぎ
扇
の
勾

配
」
の
石
垣
で
名
高
い
国
の
重
要
文

化
財
・
丸
亀
城
を
頂
点
に
、
各
地
の

城
は
す
べ
て
復
元
補
修
、
重
要
史
跡

に
指
定
顕
彰
し
、
万
全
の
保
護
保
存

措
置
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
崎
刻

字
の
石
垣
が
残
る
江
戸
城
や
大
坂
城

等
も
同
様
で
、
現
今「
石
垣
の
山
崎
」

の
知
名
度
は
全
国
区
で
す
。

　

成
羽
陣
屋
跡
は
、元
和
５
年（
１
６

１
９
） 家 
治
   

の
次
男
と
し
て
成
羽
城

い
え 
は
る

で
誕
生
し
幼
少
年
時
代
を
成
羽
で
過

ご
し
、
成
人
後
再
び
成
羽
へ
帰
っ
た

豊
治
が
、
安
土
以
来
の
伝
統
工
法
で

構
築
し
て
武
家
社
会
を
終
え
た
地
元

育
ち
の
由
緒
深
い
史
跡
で
す
。

　

昭
和　

年（
１
９
６
０
）に
成
羽
町

３５

の
文
化
財
に
指
定
、
合
併
後
は
市
指

定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
地

域
を
挙
げ
て
保
護
す
べ
き
貴
重
な
財

産
で
す
。

〔
用
語
の
説
明
〕

・
打
ち
込
み
は
ぎ
…
石
の
角
を
叩
い

て
形
を
整
え
、
間
に
小
石
を
詰
め
積

ま
れ
た
も
の
。

・
野
面
積
…
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
積

み
上
げ
た
も
の
。
切
り
込
は
ぎ
や
打

ち
込
み
は
ぎ
に
比
べ
る
と
、
傾
斜
が

急
に
で
き
な
い
。

伐採個所

【市指定重要文化財　成羽陣屋跡】

文
化
財
を
守
る
た
め
に

伐採後の石垣


